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地域共生社会の現に向けた自治体等研修

地域共生社会の実現に向けた取組報告

熊本県大津町 住民福祉部 福祉課 元田正剛

令和元年12月12日



総面積 ９９．１０ｋ㎡
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熊本市東方 ２０Ｋｍ

阿蘇くまもと空港から１０分

九州自動車道熊本ＩＣから１５分

大津町の地勢



サッカーが４面確保できる大津町のスポーツ施設

「スポーツの森大津」
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バイクの国内製造拠点「本田技研熊本製作所」

大津町の概要



大津町の状況

人 口：３５，１０８人

世帯数：１４，６１２世帯

高齢化率：２２．０６％

県下で２番目に低い数字

■町内６８行政区

‐中部地区 平均20％
‐北部・南部地区 平均40％
進む二極化
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（2019年10月末現在）
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大津町も「震度６強」を観測

被害が大きかった集落では家屋解体で戸数が激減

災害を教訓とした地域で支える仕組みづくりの必要性

平成２８年熊本地震による影響
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地域力強化推進事業

■取り組みに至った背景

平成２８年の熊本地震により、多くの課題が残されました

要支援者名簿をもらったけど、うまく活用できな

かった

在宅にいる要支援者が避難しない時の対処方法が

分からなかった

避難所に要支援者のための備品を事前に準備したい

けど、何を準備しておけばよいか分からない

要支援者の避難対応について、地域で共有したい
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地域力強化推進事業

地域の要支援者を把握し、災害時の避難支援や平常時の

安否確認等を行う仕組みを一緒に考えていきます。

ワークショップなどで地域の状況（問題）を出し合ってみましょう！
・要支援者の共有・確認（マップ確認）など

STEP①

要支援者に対する避難支援者の確認等
・要支援者本人の意思確認や、ケアマネージャー等の
関係支援者との情報共有の方法を検討

STEP②

地域でできる要支援者への対応方法を検討
・STEP①や②で見えてきた課題解決のための改善策を検討STEP③

例：避難行動要支援者名簿の活用方法、要支援者の避難誘導の仕方
在宅避難者への専門機関との連携（役割分担の明確化）等

何を
するの？

具体的
には？



地域力強化推進事業

目的：住民が主体的に地域課題を把握して解決を試みる体制づくり

「住民の意識づくり」

「地域の拠点づくり」

「防災」をきっかけにした地域の話し合いの場（座談会）

を開催し、地区独自の避難計画を策定

【座談会参加メンバー】
・区役員
・民生委員児童委員
・消防団
・老人会
・子ども会
・小学校の先生
・社会福祉協議会
・役場（福祉課・総務課・介護保険課）など

災害時の避難行動計画作りについて
意見を出し合った座談会 役員だけではなく、地域の多様な世代や関係機関による検討
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地域力強化推進事業

モデルとなる事例を参考に

地区座談会をより多くの地区でモデル地区で作成された
避難計画の冊子（全８ページ）

「住民の意識づくり」へ

自分たちの住む地域について考える

いい機会になった

「みんなの避難計画」に掲載された項目
・目的
・対象者（個人情報の取り扱い）
・助け合いの継続
・地域の災害想定区域
・避難情報の入手の仕方
・避難情報からのとるべき行動
・避難所の位置と避難経路
・区役員の動きと自分のとるべき行動 など

9



多機関の協働による包括的支援体制構築事業

相談者（住民）

・窓口がいっぱいあって分からない

・どの機関が何の専門か分からない

・複合的課題を抱える世帯が多い

「くらしの相談窓口」の設置

行政・支援関係機関
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《これまで》

例：福祉課 包括支援センター 社協･･･等

《これから》

連携

大津町役場
社会福祉協議会

・相談内容の整理

・世帯員の状況確認

・現在受けている福祉サービスの把握

・今後想定される福祉サービスの検討

・関係機関の調整役

連携

相談支援包括化推進員
により関係機関を
コーディネート！！



多機関の協働による包括的支援体制構築事業

◎2019年度より国のモデル事業実施

◆実施主体：大津町（民間事業所へ事業委託：プロポーザルにより選定）

◆相談員 ：１名配置（庁舎内へ「くらしの相談窓口」ブースを設け配置）

◆相談員要件：社会福祉士等の有資格者、もしくは福祉分野における相談支援機関

で実務経験を有する者

◆事業内容：①相談者等に対する支援（相談受付・コーディネート役）

②相談支援包括化ネットワークの構築

③相談支援包括化推進会議の開催

④自主財源の確保のための取組みの推進

⑤新たな社会資源の創出

◆予算 ：5,203千円【人件費・事業費（需用費・研修費・役務費・車両リース

・備品購入・保険料等）】
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多機関の協働による包括的支援体制構築事業

相談者（住民） 相談支援包括化推進員
による相談対応（初回～複数回）

支援関係機関へつなぎ
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複合的な世帯の課題を併せ
て支援することで、総合的
解決を図る。
（再度の相談にならない）

相談

《相談受付イメージ》
（例：相談内容）

・要介護高齢者の親 + 無職で

引きこもりの子どもの相談

・医療・就労ニーズを抱えた

がん患者 + 障害児の世帯

・共働きの世帯 + 親の介護と

子育てを同時に抱えている世帯

・障害者手帳不所持で障害が

疑われる者 + 生活困窮

《相談員対応》

・相談内容の整理

・世帯員の状況確認

・現在受けている福祉サービ

ス等の把握（世帯全体）

・今後想定される福祉サービ

スの検討

大津町役場

相談機関（事業所等）

連携

解決！！

・親は要介護高齢者
⇒包括支援センターが支援

ex:引きこもりの子どもの相談ｹｰｽ

・引きこもりの子ども
⇒引きこもり地域支援センター・
障害者相談支援センター等が支援

・経済的にも困窮
⇒生活困窮者自立支援機関が支援

１つの相談から、
世帯全体の課題解決へ！

コーディネート役
（情報共有の場確保・
支援プランの作成）



多機関の協働による包括的支援体制構築事業

代表者会議

相談支援包括化推進会議

個別支援調整会議

■支援機関（関係機関）（随時開催）
・プランの確認
・連携先、個別ケース検討
・支援内容の協議、確認
・情報共有

■関係各課担当者（月１回開催）
・事業の取り決め（ルール作り）
・困難ケース検討

■各課の代表者（年１～２回開催）
・全体の報告
・事業の進捗状況報告

《会議の開催方法》
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多機関の協働による包括的支援体制構築事業

「相談支援包括化推進会議」での検討事項

各課相談窓口⇒「くらしの相談窓口」へのつなぎ方

「くらしの相談窓口」⇒ 各課へのつなぎ方

参集する範囲について

「相談受付票」「同意書」の活用

「フェイスシート」の活用

実績確認

困難事例検討

《課題》

・ケースが多岐にわたり、連携先も様々であるため、

特に福祉分野以外の関係部署については関係構築が難しい

・つないだ後の支援の実施状況の情報共有
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地域共生社会の実現に向けた取り組みイメージ

福祉総合相談PT
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（専門機関で関わる課題）
相談支援包括化推進員がコーディネート

（関係機関で関わる課題：小・中学校区）
コミュニティソーシャルワーカーが支援

（地域で解決できる課題：行政区単位）

要支援世帯

民生委員協議会・区長会
各種団体・NPO・ボランティア 行政（まちづくり推進室）・社協

地域支え合いセンター

民生委員・区長・老人会・子ども会・
地域福祉推進委員
ご近所さん

地区担当職員・
家族

行政・包括支援センター
・保健師・

精神保健福祉センター・
障害者相談支援センター

福祉事務所・社協・
児童相談所・子育て
支援課・教育委員会

まちづくり

農林・産業

交通

防犯・防災

教育

商工

国際交流

（高齢・介護・障害・健康）
見守り
NW

介護・医療
団体

介護・障害
事業所

病院

（生活困窮）
庁内徴収
部門PT

困窮支援
事業所

住宅・
不動産

弁護士会
専門機関

（子ども・子育て）
・教育関係機関
・幼稚園、保育所
・SSW
・子育て団体

（被災者支援）
・災害公営住宅LSA
・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ

相談支援包括化推進員
「くらしの相談窓口」
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横断的な支援 包括的な支援地域で解決できない
複合的な困難課題等

地域資源を活用
する場合の連携

相談支援NWの構築

協議体兼地域ケア推進会議
で課題検討

警察

保護司会

ﾊﾛｰﾜｰｸ

観光

（DV）
・女性センター
・警察 等

自殺対策

企業

消費生活
相談

連携連携



からいもボーイ からいもくん からいもちゃん 16

ご清聴ありがとう

ございました。


